
質  問  書 

2023年 10月 16日 

「マラウイ国農村部におけるエネルギーの生産的利用にかかる情報収集・確認調査 （一般競争入札（総合評価落札方式‐ランプサム型））」 

 （公示日：2023年 10月 4日／調達管理番号：23a00629）について、質問と回答は以下の通りです。 

 

通番号 当該頁項目 質問 回答 

１ P13 第 2章特記仕様書 第 4条

調査実施の留意事項 （３）調査

対象サイト 

本調査で対象とする PUE 機器はソーラーポン

プとするとありますが、水源はどこから（井戸、

川、湖等）、どこまで（貯水池、畑等）配水するこ

とを想定しているのでしょうか。 

「本調査で対象とする PUE 機器は、川・湖から

畑までの小規模な灌漑を想定しますが、農家で

の用途やポンプの仕様に係ることは農家とロー

カルサプライヤーの間で形成されていくことを念

頭に置いています。 

２ P13 第 2章特記仕様書 第 4条

調査実施の留意事項 （３）調査

対象サイト 

調査対象は、MA-SHEP パッケージを実施した

農家グループの内、リロングウェ近郊の

Ntchisi、Mchinji、Dowa Westの 3 地区を対象

とするとあります。対象 3 地区において、MA-

SHEP パッケージを導入した全農家グループ数

の概算（もしくは農家の数）が分かれば、ご教示

いただけますと幸いです。 

Ntchisi, Mchinji, Dowa Westそれぞれ 3グルー

プで、計 9グループとなります。 

 

３ P13 第 2章特記仕様書 第 4条

調査実施の留意事項 （３）調査

対象サイト 

上記 2 の質問に関連して、本調査で想定してい

る最低限必要な調査サンプル数（農家数）の目

安があれば、見積もりの参考のため、ご教示い

ただけますと幸いです。 

特段目安を設けているわけではありません。 

農業関係者会合に参加した各農家グループの

代表のフォローを、EPA 等を通じて EPA の通常

業務の範囲内で行う予定です。 

 

なお、本調査で主体的にフォローするのは受注

者ではなく、再委託先を通してという形を想定し

ています。 



 

４ P.13 

第 4条 調査実施の留意事項 

（４）調査関連データの共有 

契約開始時に JICA から受注者に SWIFT を使

用した分析結果が共有されることになっていま

すが、「農家単位でのマイクロデータ」も共有い

ただけるということでしょうか。 

農家単位でのマイクロデータの共有は現状予定

しておりません。 

５ P.13 

第 4条 調査実施の留意事項 

（４）調査関連データの共有 

SWIFT による調査で、農家単位での質問票調

査が実施されていると思いますが、その中には

ソーラーポンプ（またはポンプ）の所有の有無に

ついての質問項目は含まれているでしょうか。 

ソーラーパネル、ポンプそれぞれの所有の有無

についての質問項目は含まれていますが、「ソ

ーラーポンプ」については含まれておりません。 

６ P14 第 2章特記仕様書 第 5条

調査の内容 （２）農業関係者会

合の開催にかかる準備 

見積もりの目安のため、農業関係者会合に参

加する①農家グループの数、②農家の数（1 農

家グループあたりの参加者数）、（もしくは農家

の参加者合計数の目安でも構いません）はござ

いますでしょうか。 

質問２０の回答をご参照ください。 

７ P14 第 2章特記仕様書 第 5条

調査の内容 （２）農業関係者会

合の開催にかかる準備 

農業関係者会合の開催形態に関し、「ステーク

ホルダーとして PUE 機器業者以外も比較対象

として検討する」とありますが、この箇所の意味

合いが明確に把握できていません。どういう観

点で誰が何を PUE 機器業者以外と比較するこ

とを想定されていますでしょうか。 

農業インプット（肥料や種子等）に関係する業者

を想定しています。いずれも、生産性や収穫量

向上のために必要なインプットというカテゴリで

あり、このようなステークホルダーが農業関係者

会合で一堂に会した際に、農家グループがどの

ような選択をするか、調査を通じて比較すること

を想定しています。 

８ P14 第 2章特記仕様書 第 5条

調査の内容 （２）農業関係者会

合の開催にかかる準備 

農業関係者会合に「ステークホルダーとして

PUE 機器業者以外も比較対象として検討する」

とありますが、①PUE 機器以外のステークホル

ダーについて、具体的な関係者の意図があれ

質問７の回答をご参照ください。 



ば、ご教示いただけますと幸いです。また、「比

較対象」は、誰とのどういった比較という意味合

いでしょうか。 

９ P14 第 2章特記仕様書 第 5条

調査の内容 （２）農業関係者会

合の開催にかかる準備 

ステークホルダーとしての PUE 機器業者以外

にも比較対象とするというのは、通常の灌漑用

ポンプ等を扱っている業者のことを指している

のでしょうか。 

農業インプット（肥料や種子等）に関係する業者

を想定しています。 

１０ P.14 

第 5条 調査の内容 

（２）農業関係者会合の開催にか

かる準備 

開催形態はMA-SHEPのものを踏襲するとあり

ますが、MA-SHEP で作成されたマラウイ政府

向けの「お見合いフォーラムの実施のためのガ

イドライン」を配布資料として追加で提供いただ

くことは可能でしょうか。 

本調査に関連する MA-SHEP 資料のうち公開さ

れていないものについては受注者決定後に共有

いたします。 

１１ P14 第 2章特記仕様書 第 5条

調査の内容 （３）農業関係者会

合の開催 

「各地区において、計 3 回の農業関係者会合を

開催する」というのは、各地区で 1 回ずつ開催

し、本調査を通じて合計 3 回の会合を開催する

という意味合いでよろしいでしょうか。もしくは、

各地区で 3 回、本調査を通じて合計 9 回という

意味合いでしょうか。 

前者の理解です。本調査を通じて各地区で 1 回

ずつ、合計 3回の会合を開催する、という意味で

す。 

１２ P14 第 2章特記仕様書 第 5条

調査の内容 （３）農業関係者会

合の開催 

「リンケージフォーム」は、どのような意味合いで

しょうか。 

農業関係者会合における情報交換を通じて生ま

れたビジネスリンケージを記録するフォームのこ

とを指しています。 

１３ P14 第 2章特記仕様書 第 5条

調査の内容 （３）農業関係者会

合の開催 

農家グループの反応について作成する、リンケ

ージフォームは所定の書式等が決められている

のでしょうか？ 

MA-SHEP で使用されていた書式を基本とする

ことを想定しますが、受注者決定後に調整しま

す。 

１４ P14 第 2章特記仕様書 第 5条

調査の内容 （２）農業関係者会

合の開催にかかる準備、及び（４）

農業関係者会合の開催や PUE 機器の普及状

況のモニタリングの実施に関する DOE や EPA

の協力について、JICA 調査団からの日当・宿

リロングウェから日帰り圏内での実施を想定して

おり、宿泊の支出はございません。 

 



PUE 機器の普及状況に係るモニ

タリング 

泊などの支出は想定しているでしょうか。 JICA 調査団からの日当の支出要否については

確認中ですが、農業関係者会合開催にかかる

費用について、一律 30 万円（計 3 回分）を見積

に計上ください。（質問２０と同様） 

１５ P.15 第 2章特記仕様書 第 5条

調査の内容 （５）PUE 機器認知

度変化の分析 

PUE 機器の認知度変化に関する分析が求めら

れていますが、「PUE 機器の認知度」とは、

「PUE 機器に関する農家の認識の程度」を指し

ていますでしょうか。それとも、それに加え

「PUE 機器を購入して活用したいという意欲や

意思」「実際に PUE 導入に至った農家の状況」

までもが「認知度」の定義に含まれるのでしょう

か。入札説明書の他の箇所の記載ぶりも含め

て考慮すると後者として定義されているように思

いますが、解釈に誤りがないよう、より具体的な

説明をお願いいたします。 

後者の定義を想定しています。 

１６ P18、P21  

「1.技術提案書の構成」の文言 

入札説明書の中に「1.技術提案書の構成」を参

照するようにとの文言があります。 

「技術提案書の構成」についての記載は見当た

りませんが、ご確認を頂けますでしょうか。 

ご質問は P17にある第３章 「 １ 技術提案書の

構成 」の文言かと思いますが、記載誤りによる

ものでした。 次の通り修正致します。 

P17（別紙） 技術提案書にて特に具体的な提

案を求める事項（技術提案書の重要な評価部

分） 

（誤）技術提案書の作成に当たっては、特に以下

の事項について、コンサルタントの知見と経験に

基づき、第３章 「 １ 技術提案書の構成 」 

（正）技術提案書の作成に当たっては、特に以下

の事項について、コンサルタントの知見と経験に

基づき、第３章「 １ 技術提案書作成に係る要



件」 

 P18 第 3章技術提案書作成要領

１．技術提案書作成に係る要件 

（２）業務量の目途 

プレ公示では、人月が内訳付で約 3.7 人月（現

地 2.2人月、国内 1.5人月）、人数として業務主

任者ともう１名の団員が明記されていました。他

方、入札説明書では、人月の記述は約3.7人月

となり、業務主任者以外の団員人数が見当たり

ませんでした。１名で従事することを想定されて

いるでしょうか。 

本案件は、業務主任者（3号）の他、農村開発（5 

号）の計 2 名が団員として従事することを想定し

ていますが、想定に捉われることなく提案は自由

ですので、最適と思われる団員の構成案をご提

案ください。 

１８ P１９－２０ 

２．技術提案書作成上の留意点

（１）コンサルタント等の法人として

の経験、能力 

コンサルタント法人としての経験の類似業務に

ついての提示がありませんが、コンサルタント

が考える類似業務経験を提案するかたちでよろ

しいでしょうか。 

類似業務経験をご提案いただくかたちで問題ご

ざいません。 

１９ Ｐ21 ４. 

経費積算に係る留意事項（３）定

額計上 

定額計上とする「ＰＵＥ機器再委託費」の中に

は、P14 第 5 条調査の内容（１）再委託先の選

定にかかる準備における「お見合いフォーラム」

や（２）農業関係者会合の開催にかかる実施経

費（参加者交通費、軽食）は含まれていないと

の理解でよいでしょうか？ 

PUE機器再委託費の中には含めておりません。

質問２０の回答も併せてご参照ください。 

２０ P21 ４. 

経費積算に係る留意事項 

経費積算に関連し、農業関係者会合等への参

加者が日当・交通費支給の対象となる場合は、

マラウイ国における単価をご教示ください。 

本件に関連する費用については昨今の物価変

動を鑑み定額計上としていますので単価につい

ての回答は差し控えさせて頂きます。 

P21「4．経費積算に係る留意事項 （３）定額計

上について」に、以下項目を追加いたします。 

対象とする経費：農業関係者会合開催にかかる

費用 



該当箇所：「第２章 特記仕様書案 

６．業務の内容 第5条 調査の内容（２）農業関

係者会合の開催にかかる準備、（３）農業関係者

会合の開催 

金額（税抜き）：300,000円 

金額に含まれる範囲：会場使用料、参加者の日

当、交通費 

費用項目：一般業務費（セミナー等実施関連費） 

一律 30万円（計 3回分）を見積に計上ください。 

２１ 安全対策関連経費 「コンサルタント等契約における経理処理ガイ 

ドライン（2022 年 4 月-2023 年 4 月追記

版）」では、安全対策関連経費の取扱いにつき

「業務実施対象地域の治安状況を踏まえ、業務

従事者の安全を確保するための 一般業務費

等が必要と考えられる場合には、公示にて必要

な経費を定額計上します」とあります。 

本入札指示書では、「安全対策関連経費」の定

額計上がありませんが、必要ないでしょうか。 

可能であれば、従来通り「安全対策関連経費」

を別見積にて提案させて頂きたいと存じます

が、認めていただけますでしょうか。 

本案件においては、「安全対策関連経費」の計

上は不要です。 

２２ P20 第 3章２．（2）業務の実施方

針２）業務実施の方法 

１）及び２）を合わせた記載分量は、 

20ページ 以下としてください。 

質問はありませんでしたが、入札説明書の修正

になりますのでご確認ください」。 

１）及び２）を合わせた記載分量は、10 ページ以

下としてください。 

 

以 上 


